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一
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
国
内
外
で
暴
行
や
窃
盗
等
の
刑
事
事
件
へ
と
つ
な
が
る
不
祥
事
」
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
必
ず
し

も
明
ら
か
で
な
い
が
、
職
員
に
対
す
る
懲
戒
処
分
の
公
表
よ
り
先
に
報
道
機
関
に
よ
っ
て
懲
戒
処
分
の
対
象
と
な
っ
た
非
違

行
為
が
報
道
さ
れ
た
事
例
や
、
職
員
に
対
す
る
懲
戒
処
分
を
公
表
し
な
か
っ
た
事
例
は
存
在
す
る
。
外
務
省
と
し
て
は
、
「

懲
戒
処
分
の
公
表
指
針
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
五
年
十
一
月
十
日
付
け
総
参－

七
八
六
人
事
院
事
務
総
長
通
知
）
を
踏
ま
え

、
職
員
に
対
す
る
懲
戒
処
分
の
公
表
の
対
象
、
時
期
、
方
法
等
を
判
断
し
て
お
り
、
職
員
に
対
す
る
懲
戒
処
分
の
公
表
は
、

当
該
懲
戒
処
分
の
対
象
と
な
っ
た
非
違
行
為
が
報
道
機
関
に
よ
っ
て
報
道
さ
れ
た
か
否
か
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
も
の
で
は

な
い
。

六
に
つ
い
て

外
務
省
国
際
法
局
経
済
条
約
課
首
席
事
務
官
（
以
下
「
首
席
事
務
官
」
と
い
う
。
）
が
、
本
年
二
月
八
日
未
明
、
東
日
本

旅
客
鉄
道
株
式
会
社
の
国
分
寺
駅
に
お
い
て
、
酒
に
酔
っ
た
状
態
で
、
駅
員
に
暴
行
を
加
え
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

七
に
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い
て

一



本
年
二
月
八
日
、
当
該
首
席
事
務
官
か
ら
外
務
省
に
対
し
、
六
に
つ
い
て
で
述
べ
た
事
実
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。

八
か
ら
十
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
公
表
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
概
要
は
六
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ

り
、
報
道
機
関
か
ら
照
会
が
あ
る
場
合
に
は
、
個
別
に
応
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
当
該
首
席
事
務
官
の
氏
名
を
含
め
、

よ
り
詳
細
に
当
該
事
案
の
内
容
を
公
表
す
る
か
否
か
に
関
し
て
は
、
今
後
、
判
断
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

二


